
1 

 

情報通信審議会 情報通信技術分科会 

小電力無線システム委員会（第 28 回）議事要旨（案） 

 

1 日時 

平成 21 年 12 月 14 日（月） 10：00～11：30 

 

2 場所 

総務省 8 階 第 1特別会議室 

 

3 出席者（敬称略） 

主 査 代 理 ： 門脇（（独）情報通信研究機構） 

構 成 員 ： 

 

 

 

飯塚（（財）マルチメディア振興センター）、伊藤（マイクロソフト（株））、

黒田（日本放送協会）、小林（日本無線（株））、千葉（三菱電機（株））、土

田（日本電信電話（株））、丹羽（（社）日本アマチュア無線連盟）、萩原（パ

ナソニックモバイルコミュニケーションズ（株））、堀部（ＫＤＤＩ(株)）、

松尾（(株)東芝）、宮内（(社)全国陸上無線協会）、矢野（日本電気（株））、

若尾（(社)電波産業会） 

（関係者：金田（ソニー（株））、藤井（ソフトバンクテレコム（株））、佐々

木（パナソニック（株））、大槻（京セラ（株））、井口（国土交通省）） 

事 務 局 ： 竹内、坂中、浅井、井出、金子、和田、江尻、小幡、服部（総務省移動通

信課） 

 

4 配布資料 

資料 2009-28-1 第 27 回小電力無線システム委員会議事要旨(案) 【事務局】 

資料2009-28-2 
小電力無線システム委員会報告（案）に関する意見募集

結果及び意見に対する考え方(案) 
【事務局】 

資料2009-28-3 小電力無線システム委員会報告（案）概要 【事務局】 

資料2009-28-4 小電力無線システム委員会報告（案） 【事務局】 

資料2009-28-5 
諮問第 2009 号「小電力の無線システムの高度化に必要な

技術的条件」に関する一部答申（案） 
【事務局】 

資料2009-28-6 コードレス電話作業班報告 【事務局】 

 

 

5 議事 

   

（1）前回議事要旨の確認 

門脇主査代理から、資料 2009-28-１の第 27 回小電力無線システム委員会議事要旨案につ

いて確認がなされた。特段の意見等はなく、承認された。 
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(2) 電子タグシステムと航空無線との干渉検討結果について 

国土交通省井口説明員から、電子タグシステムと航空無線との実機を用いた干渉検討の実

証実験の報告があった。実機においても机上検討と同等の結果が得られた旨報告があった。 

 

(3) 委員会報告案意見募集の結果及び意見に対する考え方について 

事務局から、資料 2009-28-2 に基づき、11 月 13 日から 12 月 13 日までの間募集されたパ

ブリックコメントの結果とそれに対する考え方について説明がなされた。特段の意見等はな

く、案のとおり対処することとなった。 

 

（4）小電力無線システム委員会報告（案）について 

事務局から、資料 2009-28-3、資料 2009-28-4 に基づき、小電力無線システム委員会報告

（案）について説明があった。 

   主なやりとりは以下のとおり。 

 

土 田 構 成 員 ：  資料 2009-28-4 報告書本文 85 ページ航空機への持ち込みについて、

民間の基準に規定する旨が記載されているが、法令で明確に定める必要

はないのか。 

事 務 局 ： 基本的には電波法令上定めているのは電波の質に関するものであり、

当該箇所については従前のとおり民間で取り組むことができる部分で

あるため、法令では規定せず、民間基準にお任せするという考え方であ

る。 

 

本報告案について、12 月 18 日の情報通信技術分科会において委員会報告として報告する

ことが了承された。 

   事務局より、今後のスケジュールとして、12 月 18 日の情報通信技術分科会において一部

答申が出た場合、関係省令の一部改正に関して来年 1 月の電波監理審議会に諮問したい旨連

絡があった。 

 

(5）コードレス電話作業班報告について  

   コードレス電話作業班主任である（社）電波産業会若尾構成員、パナソニック（株）

佐々木説明員、京セラ（株）大槻説明員より、資料 2009-28-6 に基づき、作業班での審議

について報告があった。 

主なやりとりは以下のとおり。 

 

土 田 構 成 員 ：  24 日まで方式の提案をするとのことだったが、提案があったものに

ついては、現行のシステムへの影響がないという前提で、導入が検討さ

れるのか。 

また、京セラ様の提案では現行のシステムとも接続できるとのことだ

ったが、そういった dual mode についても今回の検討範囲に含めるのか。
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事 務 局 ： 共用が可能であればすべて導入するという考え方であるが、複数の方

式が乱立し、お互いに干渉を与えるような場合には、別途検討する必要

があると考える。後者の質問についても同様である。 

 

事務局より、次回の委員会は関係者からの意見陳述の場を設けることとし、平成 22 年 2

月の開催を予定しており、詳細な日程等は主査と相談のうえ別途連絡する旨報告があった。 

 

以上 

 


